
令和　７年　２月２５日

（株）ニュージェック　関東支店

江東区亀戸１－５－７

Ｒ６千葉国道管内渋滞調査Ｆ５業務

千葉国道事務所管内

測量

履 行 期 間 (自) 令和　６年　６月２７日

履 行 期 間 (至) 令和　７年　２月２８日

　　５６，３６４，０００円（税込み）

＋　１１，９９０，０００円（税込み）

　　６８，３５４，０００円（税込み）

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 金 額

業 務 概 要

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

数量の変更

業 種 区 分

業 務 場 所

（第1回、最終）契約変更の内容

業 務 の 名 称



本業務は、令和６年６月２６日付で、株式会社ニュージェック関東支店と契約を
締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。
　　　　　　　　　　　　　　　　記
１．交通量調査
○管内現況調査（7月調査①）
調査職員との協議により、下記の交差点を削除する。（減工）
・古市場交差点
・浜野駅東側入口交差点
○管内現況調査（10月調査②）
調査職員との協議により、削除する。（減工）
○国道５１号 大栄拡幅
調査職員との協議及び関係機関との調整等により、下記の通り調査内容の変更を
行う。（増工）
・桜田現前交差点：断面数の変更（３断面→４断面）
○国道５１号 成田拡幅８工区
調査職員との協議及び関係機関との調整等により、下記の通り調査内容の変更を
行う。（増工）
・（仮称）千葉日産前交差点：追加（５断面）
〇国道１４号 美浜地区
調査職員との協議及び関係機関との調整等により、下記の通り調査内容の変更を
行う。（増工）
・（仮）美浜区幸町１交差点：追加（３断面）
・（仮）美浜区幸町２交差点：追加（３断面）
〇市役所周辺
調査職員との協議及び関係機関との調整等により、下記の通り調査内容の変更を
行う。（増工）
・市役所周辺 ：追加（６断面）
〇国道５１号 桜木駅
調査職員との協議及び関係機関との調整等により、下記の通り調査内容の変更を
行う。（増工）
・桜木駅前 ：追加（人手観測５断面）
・桜木駅西 ：追加（人手観測４断面）
・桜木三差路 ：追加（人手観測４断面）
〇国道６号 松戸
調査職員との協議及び関係機関との調整等により、下記の通り調査内容の変更を
行う。（増工）
・松戸二中前 ：追加（人手観測６断面）
〇国道３５７号 検見川１
調査職員との協議及び関係機関との調整等により、下記の通り調査内容の変更を
行う。（増工）
・（仮）真砂交差点 ：追加（人手観測３断面）
・（仮）細街路交差点 ：追加（人手観測３断面）
〇国道３５７号 検見川２
調査職員との協議及び関係機関との調整等により、下記の通り調査内容の変更を
行う。（増工）
・単路部１ ：追加（人手観測１断面）※自転車・歩行者のみ
・単路部２ ：追加（人手観測１断面）※自転車・歩行者のみ
・単路部３ ：追加（人手観測３断面）※自転車・歩行者のみ
・単路部４ ：追加（人手観測２断面）※自転車・歩行者のみ
・単路部５ ：追加（人手観測２断面）※自転車・歩行者のみ
・千葉西警察入口交差点 ：追加（人手観測６断面）※自転車・歩行者のみ
・浅間神社交差点 ：追加（人手観測５断面）※自転車・歩行者のみ
２．渋滞長調査
○管内現況調査（7月調査①）
調査職員との協議により、下記の交差点を削除する。（減工）
・古市場交差点
・浜野駅東側入口交差点
○管内現況調査（10月調査②）
調査職員との協議により、削除する。（減工）
○国道１６号 姉崎地区
変更理由
○国道１６号 姉崎地区
調査職員との協議により、下記の通り調査内容の変更を行う。（増工）
・（仮称）前川駅北交差点 ：方向数の追加（４断面）

変 更 理 由



・（仮称）前川駅北交差点 ：方向数の追加（４断面）
○国道５１号 成田拡幅８工区
調査職員との協議により、下記の通り調査内容の変更を行う。（増工）
・（仮称）千葉日産前交差点 ：方向数の追加（３断面）
○国道５１号 桜木駅
調査職員との協議により、下記の通り調査内容の変更を行う。（増工）
・桜木駅前 ：方向数の追加（５断面）
・桜木駅西 ：方向数の追加（４断面）
・桜木三差路 ：方向数の追加（４断面）
３．交通量AI検証
調査職員との協議により、下記の通り調査内容の変更を行う。（増工）
・交通量手観測（７断面：４時間）
・AI結果との比較整理（７断面）
４．調査費等経費
○交通量調査 調査機器
雨天等の調査実施時期の延期により当初予定の調査機器のリース期間を超過した
ため、下記の通り調査機器台数の変更を行う。（増工・減工）
・調査機器（ビデオ）台数の変更（４４台→４１台）
・調査機器（VP）台数の変更（０台→４台）
５．履行期間
履行期間は変更しないものとする。（令和７年２月２８日まで）


